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�愛媛県告示第８６９号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第３項の規定に基

づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８７０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

有限会社藤田石油
代表取締役 藤田 灌 西条市下島山甲１３６７－１ 平成２８年

６月３０日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

西条市立周桑病院 西条市壬生川１３１番地 西条市長 精神通院医療 平成２８年
７月１日

心療内科まつおかクリニック 松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビ
ル１階 松岡 邦彦 精神通院医療 平成２８年

５月１日

イオン薬局イオンスタイル松山 松山市天山一丁目１３番５号イオンスタ
イル松山１階 イオンリテール株式会社 精神通院医療（薬

局）
平成２８年
６月２日

ツヂタ薬局 今治市共栄町３－３－２ �田 二朗 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
７月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２７９２号 平成２８年７月２２日

平成２８年７月２２日金曜日 第２７９２号

愛 媛 県 報

５８８
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�愛媛県告示第８７１号
平成２８年６月１４日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

大 西 秀 雄 愛媛県松山市津吉町
５４１番地

愛媛県松山市津吉町
５２７番ほか９筆 ６，６９７．９３

常 盤 壮 愛媛県松山市古川西
２－８－１－２０２

愛媛県伊予郡松前町
大字恵�美字安松４９
７番ほか５筆

６，２９６

重 川 唯 男 愛媛県伊予郡松前町
大字昌農内６１１番地

愛媛県伊予郡松前町
大字昌農内字教安寺
２１１番１ほか４筆

５，５９４

２ 認可年月日

平成２８年７月１３日
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�愛媛県告示第８７２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市玉川町木地字竹ヵ成己３０６、己８１６の２、字篠ヵ成己３０８、

玉川町龍岡上字高橋谷丁４４５の４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び今治市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８７３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、東温市志津川土地区画整理組合理事長

から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２８年７月１０日から

平成２９年３月２０日まで

３ 作業地域 東温市志津川地内

�������
�愛媛県告示第８７４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年７月２２日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２７

号イ、ロ、ヌ及びル、第３３号ロ、ハ、ニ、リ及びヌ、第３７号イ、

ロ、ハ、ル及びタ、第６２号ホ、第７１号の５並びに第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口
変更なし

� �３排水口
変更なし

備考 この他に雨水排水口が１８箇所（今回２箇所位置を変更す

る。）ある。

�愛媛県告示第８７５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２８年７月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

愛 媛 県 報平成２８年７月２２日 第２７９２号

５８９
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�愛媛県告示第８７８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年７月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年７月１１日

３ 指定道路の位置

伊予郡松前町大字筒井字野津子６５１番２、同６５１番２地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２８．４２メートル

� 幅員 ４．２０メートル

�愛媛県告示第８７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年７月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第８７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年７月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第８７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第１５号

平成２８年７月１２日
東温市牛渕字太郎丸５０７番５

東温市牛渕１８８４番地１
ディアス八木Ｂ棟１０１号
大 北 勝 也
大 北 さ お り

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第１６号

平成２８年７月１２日
伊予郡松前町大字上高柳字高田３２番３

松山市樽味４丁目３番８号
樽味宿舎３０５号
中 須 賀 將 人
中 須 賀 優 子

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１５００１１０ 有限会社さくら 愛媛県東温市北方３０５１
番地２ 櫻 田 直 也 放課後等デイ

サービス さくらんぼ３号館 愛媛県東温市西岡甲９８
６番地５

平成２８年
７月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �万中山線

上浮穴郡�万高原町二名甲１２４０番１地先から

同町二名甲１２８９番地先まで
旧 ７．４～１５．０ ０．１１１

上浮穴郡�万高原町二名甲１２４０番２から

同町二名甲１２８９番２まで
新 ８．２～１７．２ ０．１１１

愛 媛 県 報平成２８年７月２２日 第２７９２号

５９０
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�公 告

徴税吏員証及び検税吏員証の無効公告について

次の証票は、平成２８年６月２７日以降無効とする。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

徴税吏員証

第１３９号

東予地方局 専門員 木 原 敬 二

平成２７年４月１日交付

検税吏員証

第１３９号

東予地方局 専門員 木 原 敬 二

平成２７年４月１日交付

�������
�公 告

徴税吏員証及び検税吏員証の無効公告について

次の証票は、平成２８年６月１５日以降無効とする。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

徴税吏員証

第２２９号

東予地方局今治支局 専門員 今 井 信 一

平成２５年４月１日交付

検税吏員証

第２２９号

東予地方局今治支局 専門員 今 井 信 一

平成２５年４月１日交付

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成２８年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり実施する。

平成２８年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２８年１０月３日（月）午前９時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール

平成２８年１０月５日（水）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター 多目的ホール

平成２８年１０月６日（木）午前９時３０分 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局 大会議室

平成２８年１０月１２日（水）午前９時３０分 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局 大会議室

平成２８年１０月１８日（火）午前９時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 大会議室

平成２８年１０月１９日（水）午後１時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 大会議室

平成２８年１０月２１日（金）午前９時３０分 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局 大会議室

平成２８年１１月１日（火）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業技術センター 研修室

平成２８年１１月１７日（木）午後１時３０分 新居浜市前田町６－９
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第６
号に規定する特定事業所における危
険物施設（給油取扱所を除く。）に
おいて危険物の取扱作業に従事する
危険物取扱者を対象とした講習

平成２８年１０月４日（火）午前９時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール

平成２８年１０月１８日（火）午後１時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 大会議室

平成２８年１１月１６日（水）午後１時３０分 新居浜市前田町６－９
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

平成２８年１１月１７日（木）午前９時３０分 新居浜市前田町６－９
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線
上浮穴郡�万高原町二名甲１２４０番２から

同町二名甲１２８９番２まで
平成２８年７月２２日
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雑 報

�公 告

環境影響評価準備書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第１４条第１項の

規定により、次の対象事業について環境影響評価準備書（以下「準

備書」という。）及びこれを要約した書類（以下「要約書」という。）

を作成したので、同法第１６条の規定により、次のとおり公告します。

また、同法第１７条の規定により、準備書の説明会を開催すること

としたので、併せて公告します。

なお、準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができます。

平成２８年７月２２日

株式会社ガイアパワー

代表取締役 藤 崎 耕 治

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

� 名 称 株式会社ガイアパワー

� 代表者 代表取締役 藤崎 耕治

� 主たる事務所の所在地 徳島県阿南市辰己町１番地３８

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 槇川正木ウィンドファーム

� 種 類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規 模 総出力２５，０００キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県宇和島市津島町槙川、愛媛県南宇和郡愛南町正木

４ 関係地域の範囲

愛媛県宇和島市、愛媛県南宇和郡愛南町

５ 準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、宇和島市役所、宇和島市津島支所、愛

南町役場、愛南町一本松支所

� 縦覧期間 平成２８年７月２２日（金）から平成２８年８月２２日

（月）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する

休日及び閉庁日は除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

６ 準備書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限 平成２８年９月５日（月）まで

� 提出先 〒７７４―０００１ 徳島県阿南市辰己町１番地３８
すえひさ

株式会社ガイアパワー 陶�
� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である準備書に記載された対象事業の

名称

平成２８年１１月１８日（金）午後１時３０分 新居浜市前田町６－９
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

� �及び�に掲げる危険物施設以外
の危険物施設において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２８年１０月３日（月）午後１時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール

平成２８年１０月６日（木）午後１時３０分 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局 大会議室

平成２８年１０月１２日（水）午後１時３０分 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局 大会議室

平成２８年１０月１９日（水）午前９時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 大会議室

平成２８年１０月２１日（金）午後１時３０分 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局 大会議室

平成２８年１１月１日（火）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業技術センター 研修室

平成２８年１１月２日（水）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業技術センター 研修室

平成２８年１１月２日（水）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業技術センター 研修室

平成２８年１１月１８日（金）午前９時３０分 新居浜市前田町６－９
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

２ 受講申請書の提出期間

平成２８年９月１日から各講習実施日の２日前の日まで（土、日曜日及び祝祭日を除く。）

但し、受付した危険物安全協会の管轄以外の会場で受講する場合は、各会場講習実施日の５日前（同）まで

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 受講申請書の請求先

各地区（市）危険物安全協会、各消防本部（局）、県地方局総務県民課及び県地方局支局総務県民室

� 受講申請書の提出先

各地区（市）危険物安全協会

但し、受講申請者数が各会場の定員に達した場合は、受付できませんので、あらかじめご了承ください。

その他の法定講習に関するお問合せについては、各地区（市）危険物安全協会において受付けます。
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正 誤

ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 平成２８年７月３０日（土） 午後７時３０分から午後９時

まで

場所 山出集会所 （南宇和郡愛南町緑丙）

� 日時 平成２８年７月３１日（日） 午前９時３０分から午前１１時

まで

場所 正木集会所 （南宇和郡愛南町正木）

� 日時 平成２８年８月１日（月） 午後２時から午後３時３０分

まで

場所 上槙集会所 （宇和島市津島町下畑地）

� 日時 平成２８年８月１日（月） 午後７時から午後８時３０分

まで

場所 槙川集会所 （宇和島市津島町槇川）

� 日時 平成２８年８月２日（火） 午後６時３０分から午後８時

まで

場所 犬除農事集会所（宇和島市津島町御内）

� 日時 平成２８年８月３日（水） 午後７時から午後８時３０分

まで

場所 中駄場集会所（宇和島市津島町御内）

� 日時 平成２８年８月５日（金） 午後７時から午後８時３０分

まで

場所 御内集会所（宇和島市津島町御内）

�正 誤

平成２８年３月２９日付け第２７６０号外２愛媛県人事委員会規則７－１１

７３（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規

則）中

ページ 箇 所 誤 正

７５

改正後欄
別表第１０（第３条関係）
級別職務区分表
１ 行政職給料表級別職務
区分表中
９級部局欄

議会の事務部局 知事の事務部局

７５

改正前欄
別表第１０（第３条関係）
級別職務区分表
１ 行政職給料表級別職務
区分表中
９級部局欄

議会の事務部局 知事の事務部局

平成２８年７月２２日 発行
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